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なるかわ園地トイレ新築実施設計（６・安全対策）業務 

特 記 仕 様 書 

 

第 1章  総  則 

 

第 1条 適用範囲 

(1) この特記仕様書は、なるかわ園地トイレ新築実施設計（６・安全対策）業務」に適用する。 

(2) 業務場所 ： 大阪府民の森なるかわ園地（東大阪市上四条町地内） 

(3) 業務目的 ： 本業務は、府民の森なるかわ園地のぼくらの広場内にある既設トイレ（59.44m2）

が、構造や設備に損傷があり施設が老朽化していることから、撤去処分を行い

新たに新築するための設計業務を行うものである。 

 

第 2条 基準 

(1) 本業務の実施にあっては、下記の諸基準に準拠し実施すること。 

・自然公園等施設技術指針（環境省：H25.7制定、R4.3改正） 

・大阪府木材利用基本方針（大阪府：H23.12策定、R4.5改正） 

・大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン（大阪府：H28.4月作成、R5.5改訂） 

・自然公園法審査基準（施行規則第 11条） 

(2) 共通仕様書 

・大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室「設計業務委託共通仕様書」 

（以上の共通仕様書のうち、本業務内容に合致するものを適用。 

また、本特記仕様書と一致しない場合は、本特記仕様書が優先する） 

 

第 3条 疑義 

受注者は、作業着手後作業内容について疑義が生じた場合には、速やかに監督職員に報

告し、対策を協議するものとする。報告を怠って業務を進めたため生じた損害は全て受注者の

負担とする。 

また、仕様書に明示されていないものでも、作業の性質上、当然必要な事項及び法令、また

は慣例によって履行しなければならない事項は、監督職員の指示により受注者の負担で措置

しなければならない。 

 

第 4条 業務計画書 

    受注者は、共通仕様書に基づく業務計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならな

い。 
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第 5条 現場管理 

(1) 現地調査中は、一般利用者の妨げ・迷惑となるような行為の無いよう十分注意すること。 

(2) 現地調査の実施に伴い、樹木（灌木を除く）の伐採の必要が生じた際には、無断で行わ

ず、必ず監督職員に報告すること。 

(3) 現地調査中、第三者に損害を与えた場合は、全て受注者の責任において解決すること。 

(4) 受注者は、関係官公庁等に対し交渉を要するとき、または交渉を受けたいときは遅滞なく

その旨を監督職員に申し出て協議すること。 

(5) 本業務の成果品等は、受注者が無断で他に公表、もしくは貸与してはならない。 

また、成果品の引き渡しの完了をもって大阪府に帰属する。 

(6) 府民の森内を車両で通行する時は、事前に中部農と緑の総合事務所へ「府民の森内車

両通行承認申請書」を提出し、承認を受けること。園地内では利用者の安全を確保するた

め、常に徐行すること。府民の森管理道のゲートは、関係者以外の侵入を防ぐため、通行

する都度、開閉するとともに必ず施錠すること。 

(7) 業務地である大阪府民の森なるかわ園地は禁煙である。山火事等が起こらないよう、火気

の取り扱いに十分留意すること。 

 

第 6条 協議・打ち合わせ 

本業務で実施する打ち合わせは下記の段階とする。 

(1) 業務計画準備段階(設計準備段階) 

(2) 中間報告段階(実施設計着手段階) 

(3) 成果品取りまとめ段階 

(4) その他監督職員が必要と認めたとき 

 

第 7条 写真 

   受注者は、出来高確認が困難な作業及び記録を残す必要のある作業資料については、段階

ごとに写真（カラー）撮影し、アルバムにまとめて提出しなければならない。なお、撮影の項目・頻

度については、業務計画に取りまとめて監督職員と協議すること。 

 

第 8条 暴力団の排除について 

(1) 建築設計業務等委託契約書第 12条関係 

受注者は、大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者、又

は契約書第４６条の３第１項各号に該当する者を受任者又は下請負人にしてはならな

い。 
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これらの事実が確認された場合、監督職員は、受注者に対し契約書第 12 条第６項に

基づく必要な措置をとるべきことを請求できる。 

なお、下請契約の解除にかかる一切の責任は受注者が負うものとする。 

(2) 再委託契約、下請契約の締結等 

受注者は、業務の一部を委任し又は請け負わす場合に締結する委託契約書又は下

請契約書に建築設計業務等委託契約書「第 46条の 3」に準じた暴力団等排除条項を加

えることとする。 

 また、受注者は、監督職員より前項の請求があった場合、速やかに対応しなければなら

ない。 

(3) 大阪府暴力団排除条例第 1２条関係 

受注者は、契約の履行にあたって、暴力団員又は暴力団密接関係者等から暴力団を

利することとなるような社会通念上不当な要求又は適正な履行を妨げる行為（以下「不当

介入」という。）を受けた場合には、大阪府への報告及び警察署への届出以下「報告・届

出」という。）をしなければならない。 

また、元請人の下請業者が暴力団員又は暴力団密接関係者等から不当介入を受け

た場合は、報告・届出を当該下請業者に指導しなければならない。報告・届出がない場

合は入札参加停止措置、公表の対象となることがある。 
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第２章 測  量 

 

第 9条 使用器材 

(1) 測量に用いる器材は次表に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検したものとする。 

(2) 標杭の規格は、原則として次表を標準として用いること。 

 

区分 器材の名称 測定区分 性     能 

一 

般 

の 

測 

量 

トータル 

ステーション 

水平角 

鉛直角 

距離 

 

１ 最小読定値が mm まで可能なもの。 

２ 精度（検定書による） 

 ア 測定距離が 2km以上可能なものは 

   ±(10mm＋D(Km)÷10万) 

 イ 測定距離が 2km未満のものは±30mm以内 

GNSS観測機 座標 

標高 

１ 水平成分⊿N・⊿Ｅの差 20mm√Ｎ Ｎ：辺数 

２ 高さ成分⊿uの差 30mm√Ｎ Ｎ：辺数 

レベル 水準 １ 水準器感度 40秒/2mm以内のものであること。 

２ 望遠鏡の倍率は 20倍以上であること。 

標尺 距離 長さが 5ｍ以内で、目盛は 0.5cmであること。 

簡 

易 

な 

測 

量 

ポケット 

コンパス 

方位角 

鉛直角 

１ 磁針の長さは 7cm を標準とし、望遠鏡つきであるこ

と。 

２ 水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が 1度以内で

あること。 

メートル縄 距離 １ 目盛のある長さが 100ｍ以内であること。 

２ 目盛は 10cm以内であること。 

ポール 距離 長さは 2～3ｍ、目盛 20cmを標準とする。 
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第 10条 公差及び測定方法 

(1) 測量公差及び測定方法は次表によるものとする。ただし、各条項により規定される場合は

この限りでない。 

 

種別 

測量器材 

 

区分 

レベル 

トータル

ステーシ

ョン 

ポケット 

コンパス 

  

GNSS基準点測量（１～４級） 

水平角

又は磁

針方位 

測定方法  

 

正位・ 

反位 

１対回 

前視・ 

後視 

各１回 

  

仮定三次

元網平均

計算によ

る 

 

水平位

置の閉

合差 

 

 

 

⊿Ｓ＝

10cm+4cm√

N 

⊿Ｓ：既知点

の成果値と仮

定三次元網

平均計算から

求めた距離 

Ｎ：既知点ま

での最短辺

数 

最小読定値  １分以内 １度以内  

公 

差 

規 定 角

又 は 角

規 約 と

の較差 

 1.5分 

√n 

(n= 測 点

数) 

  

 

 

鉛直角 測定方法 

 

  

 

前視・ 

後視 

各１回 

   

最小読定値  １分以内 １度  標高の

閉合差 

25cm+4.5cm

√Ｎを標準と

する 

Ｎ：辺数 

距離 測定方法 １回 ２セット ２回  

最小読定値 

 

(標尺) 

0.5cm 

１cm 10cm 

 

 

公 

差 

読 定 較

差 

 ２cm 

以内 

10cm  

公差 座標閉合差  図距離の 

総和の 

1000分

の 1 

図距離の 

総和の 

100分の

1 

 新点水

平位置

の標準

偏差 

10cm 

高低閉合差 500ｍ 

往復で 

5cm以内 

20cm√n 

(n=使用

した辺数) 

 

 

 

 新点標

高の標

準偏差 

20cm 
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第 11条 測量項目及び作業量 

(1) 現地測量 

     1）作業計画                 一式 

     2）細部測量                 A＝0.002㎢ 

     3）数値編集                 一式 

     4）数値地形図データファイルの作成  一式 

   

第 12条 測量作業の留意点 

(1) 受注者は、監督職員に測量作業計画を報告し、承諾を得た上で現地測量作業を開始す

ること。 

(2) 測量等の作業の際、現場周辺に車両を駐車する場合は、発注者、受注者等の身分を明

記すること。 

(3) 測量作業中は、一般交通車輌及び歩行者の通行の妨害となるような行為はもちろん、付

近住民に迷惑を及ぼすことのないよう十分注意すること。 

(4) 測量作業中、第三者に損害を与えた場合は、全て受注者の責任において解決すること。 

(5) 測量作業に伴う伐採等は、監督職員の指示する範囲内で業務遂行上必要最小限にとど

め、伐採した立木は付近に整理すること。 

(6) KBMは、工事範囲や完成時に埋設されない場所とし、木製杭を使用し移動しないように 

すること。 

(7) 等高線間隔は 5m、縮尺を 1/１00程度とし、測量の成果を平面原図として完成させること。 

(8) 必要に応じて仮設工事の設計に必要な測量も合わせて行い、別途平面図等を作成する

こと。 

(9) 現地状況及び KBMの設置状況並びに構造物等設置個所が確認できる写真を整理し提

出すること。 
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第３章  設  計 

 

第 13条 作業概要 

(1) なるかわ園地のぼくらの広場のトイレを撤去し、新築するために必要な設計を行うこと。 

(2) 当該地は金剛生駒紀泉国定公園の府民の森内に位置し、周辺の自然環境に親しむため

の空間である。本設計に当たっては、周辺の利用状況・自然景観などを十分に考慮して

行うこと。 

(3) 設計業務は次の業務とする。 

1) 新築設計業務及び既存トイレ撤去設計業務（実施設計） 

設計業務（実施設計）にかかる項目及び業務内容は別表Ⅰによる。 

2) 積算業務 

積算業務の内容は、積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴取、見積

検討資料の作成とする。 

3) 計画通知関係の手続き業務 

建築基準法など関係諸法令の手続き業務とする。法令調査・申請図面などの作成は 1)

に含むものとする（手続きにかかる申請手数料についても 1)に含む）。 

(4) トイレの設計にあたっては、既設の電気配線・水道管の調査を行い、それらを考慮した設

計を行なうこと。 

 

第 14条 設計作業の留意点 

(1) 新築するトイレは、木造平屋建てとし、建築面積は概ね 60㎡とする。 

(2) 大阪府木材利用基本方針に基づき、大阪府内産木材（0.2m3/床面積 m2以上）を使用す

ることとし、入手が可能となる規格で設計すること。 

(3) 現地の立地特性を踏まえるとともに、施工条件によっては、資材及び重機等の運搬方法

に制限があるため、現地状況に応じた建物構造や処理設備とすること。 

(4) 実際の工事の施工手順について、請負工事受注者が把握できる資料を作成すること。 

(5) 設計に用いた資料は、すべて出典を明示すること。特に、構造計算、水利計算等に受託

者独自のプログラムによる電算処理を行った場合は、その解説を詳細に示すこと。 

(6) 設計するトイレの概算工事額は、7,000 万円以下（税込み）とする。この工事額には公衆ト

イレ建設及び既存トイレの撤去処分を含む。 

(7) 完成後の維持管理について、想定される項目、作業内容、頻度、費用等を取りまとめて、

報告書に記載すること。 

(8) トイレの便器の基数については、既存トイレの同等数以上とし、多目的室を必ず設置する

こと。 
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(9) その他、留意点等の詳細については、自然公園トイレ整備基本方針によることとする。 

(10) 既存トイレの撤去図面及び積算数量算出書の作成を実施すること。 

 

第 15条 構造計算・安定計算等 

(1) トイレの建築規模（木造平屋建て）に応じた構造計算、安定計算等を行うこと。計算の実 

施に当たっては、以下の項目を文章で記載するものとする。なお、構造計算書は報告書

巻末の資料集にまとめてよい。 

1) 計算全体の考え方の紹介とその根拠。 

2) 計算に適用する構造モデルの設定とその根拠。 

3) 計算用いる計算式及び用いる係数などの値とその根拠。 

4) 計算結果の表示とその結果の考察。 

(2) 構造決定は、その構造物が置かれている条件に対して最も合理的・経済的な設計となる

ように留意すること。 

(3) 構造計算に当たって必要な係数に想定値を用いる場合は、その旨を報告書に記載し、施

工時に確認すべき項目などについて記載すること。 

 

第１6条 環境（景観）デザイン 

(1) 設計に当たっては、「周辺景観と調和し、府内産木材の良さを活かした先進的なデザイン

」、「多様な利用者の利便性・快適性」、「清掃・点検・維持保全等の管理全般への配慮」、

「SDGｓに配慮した長寿命化の実現」などの視点を備えたものとすること。また、多様性にも

配慮し、誰もが使いやすいユニバーサルデザインにするとともに、大雨の際の一時避難や

休憩スペースとしての利用の視点なども踏まえた空間とし、複数案で比較検討すること。 

(2) 当該地は標高が高く、冬季は積雪が頻繁に発生する場所である。凍結・積雪対策につい

ても十分検討すること。また、現地は山の尾根部に立地しているため、台風等の強風の際

には、風に影響を強く受ける場所である。そのため、風の影響についても、十分留意する

こと。 

(3) 使用する資材等の選定に当たっては、今後の清掃、維持管理が容易となるよう、国内で

入手可能な汎用品を使用し、複雑な構造は避けること。 

(4) 各種施設の配置計画については、XY 座標又はメッシュなどにより現場で位置が再現でき

るように表現するものとする。必要に応じて、現地に杭・鋲等により標示すること。 

(5) 施設完成後の維持管理について、想定される項目、作業内容、頻度等を取りまとめて報

告書に記載すること。 

 

第１7条 成果品 

(1) 提出する成果図書は別表Ⅱによる。ただし、これ以外に必要がある図書は適宜作成すること。 
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(2) 提出する成果品の規格は次のとおりとする。 

項 目 規 格 紙 質 部数 備 考 

計画説明書等 

A4版 コピー用紙 

2部 

ファイル綴り 
構造計算書 

数量計算書 

積算書 

設計図面 原則 A1(折) 陽画焼又は白焼 図面袋 

図面縮小版 A3版(折込) コピー用紙 ファイル綴り 

根拠文献等 A4版 コピー用紙 2部 ファイル綴り 

関係法令通知書 
手続き済み書類

の写し 
  

法令関係書類の提出

その他一切の手続き

業務を含む 

 

  (3) 成果品は電子媒体でも納品することとし、提出する媒体はCD-RまたはDVD-Rとする。各

項目のファイル形式については、 設計説明書等は「Microsoft Word 2021」、数量計算

書は「Microsoft Excel 2021」、図面類は「Auto CAD LT 2023」、写真類は「JPEG 形

式」とする。 

  (4) 成果品については、引き渡しの完了をもって大阪府に帰属する。 

 

第１8条 設計図面作成要領 

(1) 設計図面の作成に当たっては、以下の各号による。 

      1）平 面 図 ： 縮尺 1／１００（但し、構造物付近詳細図は適尺とする。） 

      2）施設配置図 ： 縮尺は適尺で、種別毎に要領よくまとめる。 

      3）構 造 図 ： 縮尺は適尺で、種別毎に要領よくまとめる。 

                  各構造物の使用材料の名称・品質規格等を記載するものとする。 

(2) 現況地形・地物と設計線が明確に区別できるように描画するものとする。 

(3) 名称・規格・寸法等の表記が他の文字及び線等と交錯し読みづらくならないように、レイアウト

を考慮し描画するものとする。 

(4) 寸法線・引出線等は各構造物付近まで延長するものとする。また、主要構造物については位

置及び起終点の測点番号を記載するものとする。 

(5) 設計図面のタイトルブロックは以下を標準とする。 

 

年     度 令和７年度 

工  事  名 なるかわ園地トイレ新築（７・安全対策）工事 

施  工  地 東大阪市上四条町地内 
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図 面 名 称 ＊＊＊＊＊＊ 

縮     尺 １／＊＊＊ 

図 面 番 号 ＊＊／＊＊ 

事 務 所 名 大阪府中部農と緑の総合事務所 

 

第 19条 工事数量計算 

表計算ソフトを使用する場合は、その種類・形式や様式について、監督職員の承認を得るも

こと。 

 

第 20条 積算書 

(1) 積算書の作成は、大阪府が定める積算基準に基づいて行うこと。積算歩掛について不明な点

がある場合は大阪府の関係部署に協議して進めること。 

(2) 特に監督職員が指示する場合を除き、トイレ工事費の積算は建築工事積算資料、電気設備

工事積算資料、機械設備工事積算資料に準拠すること。 

(3) 公開されている労務単価、資材単価以外のものについては、一般に市販されている物価資料

等に基づくこと。 

(4) 市販の物価資料等で、同じ資料で複数の出版社からの書籍に記載がある場合は、最も安価

な値を採用すること。 

(5) 公開単価、市販物価資料等に記載のない特殊な資材を使用する場合は、３社以上から見積

書を徴取し、最も安価な値を採用すること。但し、特殊な資材であるため３社以上の取り扱いが

ない場合はその限りでない。 

      （見積書徴取の際の宛名は大阪府中部農と緑の総合事務所あて、また、見積の有効期限は令

和８年３月 31日までとすること。） 

 

第 21条 成果品の点検 

受託者は、成果品として提出する業務報告書を入念に点検して、間違いや脱漏がないよう

にしなければならない。
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別表Ⅰ 

 

設計業務（実施設計） 

項 目 業 務 内 容 

(1)要求等の確認 (ⅰ)建築主の要求等の確認 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認

し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 

(ⅱ)設計条件の変更等の場

合の協議 

基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変

化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じ

る場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合にお

いては、建築主と協議する。 

(2)法令上の諸条件

の調査及び関係

機関との打合せ 

(ⅰ)法令上の諸条件の調査 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本

設計の内容に即した詳細な調査を行う。 

(ⅱ)計画通知申請に係る関

係機関との打合せ 

実施設計に必要な範囲で、計画通知申請を行うために必要な事項に

ついて関係機関と事前に打合せを行う。 

(3)実施設計方針の

策定 

(ⅰ)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、

必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 

(ⅱ)実施設計のための基本

事項の確定 

基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合

意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内

容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本

事項を確定する。 

(ⅲ)実施設計方針の策定及

び建築主への説明 

総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を

策定し、建築主に説明する。 

(4)実施設計図書の

作成 

(ⅰ)実施設計図書の作成 実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算と

の整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計

図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の

形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指

定する必要のある施工に関する情報（工法、工事監理の方法、施工

管理の方法等）を具体的に表現する。 

(ⅱ)計画通知申請図書の作

成 

関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計

画通知申請図書を作成する。 

(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書

に基づく建築工事及び設備工事に通常要する費用を概算し、工事費

概算書を作成する。 



 12 

(6)実施設計内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を

報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施

設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主

に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な

説明を行う。 
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別表Ⅱ 

 

設計業務 成果図書（実施設計） 

設計の種類 成果図書 

(1)総合 ①建築物概要書、 ②仕様書、 ③仕上表、 ④面積表及び求積図、 

⑤敷地案内図、 ⑥配置図、 ⑦平面図、 ⑧断面図、 ⑨立面図、  

⑩矩計図(主要部詳細)、 ⑪展開図、 ⑫天井伏図、 ⑬平面詳細図、 

⑭部分詳細図、 ⑮建具表、 ⑯工事費概算書、 ⑰各種計算書、 

⑱その他計画通知申請等に必要な図書 

(2)構造 ①仕様書、 ②構造基準図、 ③伏図、 ④軸組図、  

⑤部材断面表(各部断面図を含む)、 ⑥標準詳細図、 ⑦各部詳細図、  

⑧構造計算書、 ⑨工事費概算書、 ⑩その他計画通知申請等に必要な図書 

(3)設備 (ⅰ)電気設備 ①仕様書、 ②敷地案内図、 ③配置図、 ④受変電設備図、 

⑤非常電源設備図、 ⑥幹線系統図、 ⑦電灯･コンセント設備平面図、  

⑧動力設備系統図、 ⑨動力設備平面図、 ⑩通信・情報設備系統図、  

⑪通信・情報設備平面図、 ⑫火災報知等設備系統図、  

⑬火災報知等設備平面図、 ⑭その他設置設備設計図、 ⑮部分詳細図、  

⑯屋外設備図、 ⑰工事費概要書、 ⑱各種計算書、 

⑲その他計画通知申請等に必要な図書 

(ⅱ)給排水衛生設備 ①仕様書、 ②敷地案内図、 ③配置図、 ④給排水衛生設備配管系統図、 

⑤給排水衛生設備配管平面図、 ⑥消化設備系統図、 ⑦消火設備平面図、 

⑧排水処理設備図、 ⑨特殊設備設計図、 ⑩その他設置設備設計図、  

⑪部分詳細図、 ⑫屋外設備図、 ⑬工事費概要書、 ⑭各種計算書、 

⑮その他計画通知申請等に必要な図書 

(注) １ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 

２ 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、 

「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは、建築物の背粒に関する設計をいう。 

 

その他業務 成果図書 

設計の種類 成果図書 

積算業務 ①積算数量算出書、 ②単価作成資料、 ③見積書、 ④見積書検討資料 

その他業務 ① 照査とりまとめ及び報告書 
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